
（総括質問）

産経費で「大門振興会」から通称「赤門」修復のため、産業振興課に

ご相談があったことを紹介し、教育費では、歴史的建造物の保存の重要

性と、港区の指定文化財にと質問しました。

教育委員会は、歴史的建造物の保存の重要性については認めながら、

「区指定文化財とするには所有者がはっきりしている事が必要。大門は

所有者がはっきりしていない」と消極的な答弁でした。

所有者がはっきりしていないのであれば、関係部署ではっきりさせれ

ばいいわけです。

東京都などの関係機関との調整・連携、庁内関係部署での調整をすす

め、「大門」の保存、修復に当たるべきです。

〔区長答弁〕

芝大門いわゆる赤門は、地域のシンボルとして広く親しまれており、

景観上も重要な存在であると考えております。

現在、東京都が所有に関しての調査を行っています。

今後、地元の意向を踏まえながら、教育委員会とともに、東京都や増

上寺等関係者と調整してまいります。

「赤門」の修復と保全を 関係機関と調整し進めよ

日本共産党港区議団が質問

区長＝「地元の意向を踏まえながら、教育委員会とともに、

関係機関と調整する」

「赤門」に関する情報提供です。
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